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※投票率＝投票者数／選挙当⽇の有権者数

⼩選挙区⽐例代表並⽴制度公職選挙法成⽴ 中選挙区制度
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3公職選挙法成⽴
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（参考）市区町村別選挙人名簿登録者数（H29）
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市区町村名 （人）
大阪市 北区 104,477

都島区 86,995
福島区 61,167
此花区 56,264
中央区 79,777
⻄区 78,689
港区 68,347
大正区 56,337
天王寺区 59,541
浪速区 53,450
⻄淀川区 79,287
淀川区 148,151
東淀川区 143,767
東成区 64,888
生野区 86,853
旭区 76,839
城東区 139,229
鶴⾒区 90,473
阿倍野区 89,354
住之江区 103,398
住吉区 128,068
東住吉区 109,524
平野区 161,337
⻄成区 90,131

市区町村名 （人）
堺市 堺区 122,561

中区 102,005
東区 72,762
⻄区 113,636
南区 122,089
北区 130,579
美原区 32,047

岸和田市 163,079
豊中市 334,284
池田市 85,815
吹田市 303,557
泉大津市 61,808
高槻市 295,957
貝塚市 72,194
守口市 122,180
枚方市 336,570
茨木市 229,688
八尾市 220,593
泉佐野市 83,837
富⽥林市 95,895
寝屋川市 198,870
河内⻑野市 92,690

市区町村名 （人）
松原市 102,227
大東市 100,788
和泉市 151,298
箕面市 110,635
柏原市 58,926
羽曳野市 94,860
門真市 104,682
摂津市 70,691
高石市 48,123
藤井寺市 54,741
東大阪市 405,481
泉南市 51,684
四條畷市 45,980
交野市 64,611
大阪狭山市 48,103
阪南市 47,009

市区町村名 （人）
三島郡 島本町 25,249
豊能郡 豊能町 18,273

能勢町 9,337
泉北郡 忠岡町 14,035
泉南郡 熊取町 36,228

田尻町 7,413
岬町 14,112

南河内郡 太子町 11,367
河南町 13,368

千早赤阪村 4,817

大阪市 2,216,343

堺市 695,679

大阪市・堺市を除く
市部 4,256,856

町村部 154,199

大阪府 7,323,077

※選挙人名簿登録者数
選挙の公示日の前日（H29.10.9）を基準日とした登録者数



期日前投票（投票数・投票者総数に占める割合）
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投票所・期日前投票所の推移
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（参考）市区町村別投票所・期日前投票所の設置状況（H29）
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市区町村名 投票所 期日前
投票所

大阪市 北区 17 1
都島区 14 1
福島区 10 1
此花区 12 1
中央区 14 1
⻄区 15 1
港区 11 1
大正区 10 1
天王寺区 10 1
浪速区 11 1
⻄淀川区 17 1
淀川区 19 1
東淀川区 20 2
東成区 12 1
生野区 19 1
旭区 14 1
城東区 20 1
鶴⾒区 13 1
阿倍野区 17 1
住之江区 17 2
住吉区 18 1
東住吉区 18 1
平野区 21 3
⻄成区 16 1

市区町村名 投票所 期日前
投票所

堺市 堺区 25 1
中区 15 1
東区 11 1
⻄区 19 1
南区 24 1
北区 22 1
美原区 18 1

市区町村名 投票所 期日前
投票所

松原市 34 1
大東市 32 1
和泉市 58 2
箕面市 38 4
柏原市 26 1
羽曳野市 37 2
門真市 32 2
摂津市 22 2
高石市 15 1
藤井寺市 17 1
東大阪市 93 4
泉南市 24 1
四條畷市 16 2
交野市 20 1
大阪狭山市 17 1
阪南市 22 1

市区町村名 投票所 期日前
投票所

三島郡 島本町 9 2
豊能郡 豊能町 12 2

能勢町 6 1
泉北郡 忠岡町 6 1
泉南郡 熊取町 11 2

田尻町 4 1
岬町 14 1

南河内郡 太子町 5 3
河南町 5 3

千早赤阪村 4 1岸和田市 46 4
豊中市 66 4
池田市 29 1
吹田市 58 2
泉大津市 20 2
高槻市 70 4
貝塚市 30 2
守口市 39 2
枚方市 80 5
茨木市 62 2
八尾市 44 1
泉佐野市 35 2
富⽥林市 34 2
寝屋川市 46 2
河内⻑野市 42 1

大阪市 365 28

堺市 134 7

大阪市・堺市を除く市部 1,204 63

町村部 76 17

大阪府全体 1,779 115

投票所 期日前
投票所



在外選挙人当日有権者数と在外投票数
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ポスター掲示場設置数
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市区町村名 数
大阪市 北区 131

都島区 110
福島区 79
此花区 92
中央区 107
⻄区 113
港区 86
大正区 78
天王寺区 77
浪速区 83
⻄淀川区 128
淀川区 155
東淀川区 159
東成区 89
生野区 140
旭区 106

市区町村名 数
城東区 158
鶴⾒区 103
阿倍野区 128
住之江区 129
住吉区 144
東住吉区 140
平野区 169
⻄成区 121

堺市 堺区 187
中区 118
東区 86
⻄区 147
南区 184
北区 168
美原区 114

市区町村名 数
岸和田市 338
豊中市 493
池田市 199
吹田市 432
泉大津市 140
高槻市 518
貝塚市 212
守口市 278
茨木市 446
枚方市 585
八尾市 326
泉佐野市 232
富⽥林市 230
寝屋川市 338
河内⻑野市 292

市区町村名 数
松原市 239
大東市 224
和泉市 396
箕面市 269
柏原市 179
羽曳野市 250
門真市 229
摂津市 157
高石市 106
藤井寺市 119
東大阪市 681
泉南市 164
四條畷市 115
交野市 142
大阪狭山市 117
阪南市 153

市区町村名 数
三島郡 島本町 64
豊能郡 豊能町 81

能勢町 50
泉北郡 忠岡町 42
泉南郡 熊取町 79

田尻町 27
岬町 94

南河内郡 太子町 36
河南町 39

千早赤阪村 30

大阪市 2,825
堺市 1,004
大阪市・堺市を除く市部 8,599
町村部 542
大阪府全体 12,970



小選挙区の区割り

選挙区 市区町村 選挙人
（H29衆院選時点）

第１区 大阪市（中央区・⻄区・港区・天王寺区・浪速区・
東成区） 404,692

第２区 大阪市（生野区・阿倍野区・東住吉区・平野区） 447,068
第３区 大阪市（⼤正区・住之江区・住吉区・⻄成区） 377,934
第４区 大阪市（北区・都島区・福島区・城東区） 391,868
第５区 大阪市（此花区・⻄淀川区・淀川区・東淀川区） 427,469
第６区 大阪市（旭区・鶴⾒区）・守⼝市・⾨真市 394,174
第７区 吹田市・摂津市 374,248
第８区 豊中市 334,284
第９区 池田市・茨木市・箕面市・豊能郡 453,748
第10区 高槻市・三島郡 321,206
第11区 枚方市・交野市 401,181
第12区 寝屋川市・大東市・四條畷市 345,638

第13区 東大阪市 405,481

第14区 八尾市・柏原市・羽曳野市・藤井寺市 429,120

第15区 堺市（美原区）・富⽥林市・河内⻑野市・松原市
・大阪狭山市・南河内郡 400,514

第16区 堺市（堺区・東区・北区） 325,902
第17区 堺市（中区・⻄区・南区） 337,730
第18区 岸和田市・泉⼤津市・和泉市・⾼⽯市・泉北郡 438,343
第19区 貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡 312,47712



（参考）小選挙区の改定（平成29年）
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選挙区 H26.12まで

第１区 中央区、⻄区、港区、天王寺区、浪速区、生野区

第２区 阿倍野区、東住吉区、平野区

第４区 北区、都島区、福島区、東成区、城東区

H29.10以降

中央区、⻄区、港区、天王寺区、浪速区、東成区

生野区、阿倍野区、東住吉区、平野区

北区、都島区、福島区、城東区

平成29年に、⼀票の較差を是正するため、平成27年簡易国勢調査の結果に基づき、区割りが改定された。



小選挙区別立候補者数 ※（）は⽐例代表選挙重複⽴候補者数
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選挙区
第41回 第42回 第43回 第44回 第45回 第46回 第47回 第48回

（H8.10.20） （H12.６.25） （H15.11.9） （H17.9.11） （H21.8.30） （H24.12.16） （H26.12.14） （H29.10.22）

第1区 3（1） 4（2） 3（2） 3（2） 5（2） 6（4） 3（2） 5（3）

第2区 3（2） 4（4） 3（3） 4（2） 5（2） 5（3） 3（2） 3（3）

第3区 4（2） 3（0） 3（1） 3（1） 4（1） 3（1） 2（0） 3（1）

第4区 4（1） 5（3） 3（2） 3（2） 4（2） 5（5） 4（3） 3（3）

第5区 4（3） 4（1） 3（2） 3（2） 4（1） 3（1） 2（0） 4（1）

第6区 5（3） 3（0） 3（1） 3（1） 4（1） 3（1） 3（1） 2（1）

第7区 4（2） 4（1） 5（2） 4（2） 4（3） 5（4） 3（2） 3（2）

第8区 5（3） 4（2） 3（2） 3（2） 4（2） 4（3） 5（4） 4（3）

第9区 5（3） 6（2） 5（3） 3（2） 5（3） 4（3） 4（2） 3（3）

第10区 6（3） 5（2） 4（2） 4（3） 4（2） 4（3） 4（3） 3（3）

第11区 3（1） 3（2） 4（1） 3（2） 4（2） 4（3） 4（3） 3（2）

第12区 4（2） 4（3） 3（2） 3（2） 4（2） 4（3） 4（3） 3（2）

第13区 4（1） 4（3） 3（3） 3（3） 4（3） 5（3） 3（2） 5（3）

第14区 4（2） 4（2） 3（2） 3（2） 5（2） 4（2） 4（3） 3（2）

第15区 3（1） 4（3） 3（2） 3（2） 4（2） 4（3） 3（1） 3（1）

第16区 4（2） 3（0） 3（1） 3（1） 4（1） 4（1） 4（2） 2（1）

第17区 4（3） 6（4） 4（2） 3（2） 4（3） 6（3） 3（2） 3（2）

第18区 4（1） 4（2） 3（1） 3（1） 4（1） 4（3） 3（2） 3（2）

第19区 4（2） 4（1） 4（1） 3（2） 4（2） 5（3） 4（3） 3（2）

合 計 77（38） 78（37） 65（35） 60（36） 80（37） 82（52） 65（40） 61（40）



選挙運動（選挙の７つ道具）

選挙運動を⾏うためには、選挙管理委員会が交付する標識、表⽰板その他の物品など、必要とされるものがあります。

１．選挙事務所の標札

２．選挙運動⽤⾃動⾞（船舶）表⽰板

３．選挙運動用拡声機表示板

４．⾃動⾞・船舶乗⾞（船）⽤腕章

５．選挙運動員用腕章

６．街頭演説用標旗

７．個⼈演説会⽴札等表⽰板
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≪H29衆議院選挙時の証明物品≫



選挙制度の変遷

昭和25年 公職選挙法公布

平成６年 衆議院議員選挙に「⼩選挙区⽐例代表並⽴制」を採⽤

平成９年 投票時間の延⻑等の投票環境向上策

平成10年 在外選挙制度の創設（⽐例代表選挙のみ）

平成12年 衆議院・参議院議員の定数削減

平成13年 電子投票の導入

平成15年 期⽇前投票制度の創設、郵便投票対象者の拡⼤及び代理記載制度の創設

平成18年 在外選挙の対象を選挙区選挙にも拡⼤。国外での不在者投票制度の創設

平成25年 インターネット選挙運動解禁。衆議院議員の定数削減

平成27年 参議院選挙区選出議員の定数削減

平成28年 共通投票所制度の創設等の投票環境向上策。選挙権年齢を18歳以上に引き下げ

平成29年 衆議院小選挙区の区割り改定。衆議院⽐例代表選出議員の定数削減

令和３年 特例郵便等投票制度の創設
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